
令和２年７月３０日 

 保護者の皆様へ 

上田市立第四中学校 学校長 宮澤好一 

                                  

新型コロナウイルス注意報の発令を受け、今後の対応について 

 

保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動に御理解・御協力をいただき、感謝申し上げます。 

昨日、長野県の危機管理部より「新型コロナウイルス注意報」が発令され、感染レベルが２に引

き上げられ県全体で警戒をしていく状況になりました。本校でも生徒の安全を第一に考え、一層の

感染予防対策を徹底していきたいと考えております。そこで、次の点についてご理解とご協力を

お願いします。 

 

１ 登校前の健康観察、検温を必ず行う。（少しでも体調不良がある場合は登校を控えていただくようお

願いいたします。感染レベル２においては、新型コロナウイルス感染症への対応として、児童生徒に発

熱等の風邪の症状がみられるときや同居家族に発熱等、風邪の症状がある場合も出席停止の措置を

とります。「文科省衛生管理マニュアル（6/16Ｖeｒ2）より） 

２ 登校は７：３０から８：００までにする（朝、学年職員が生徒昇降口にて確認します。） 

３ ご家庭内で具合が悪い人（感染が心配される）が出た場合は、学校へ連絡をお願いします。 
※」 

４ 校内において、マスクの着用、換気、手指の消毒、手洗い、うがいを徹底する。 

５ 学校の教育活動については引き続き「接触」「近距離の活動」「向かい合っての発声」はできるだ

け避け回数や時間を絞って行っていきます。（無用の接触・無用な大声を控え、ソーシャルディス

タンスを再確認します。） 

６ 部活動について 

平日の活動時間は１時間から１時間半（できる限り短時間とする）。休日については県の部活動の

指針に従い、できる限り短時間で行う。朝の部活動については、校舎内に入る前の健康観察と検

温が徹底できないため行わない。 練習試合・対外練習会等は当面行わない。 

７ 体調不良の生徒が生じた場合の対応について        

(1)校内活動中に、発熱、頭痛、せき、のどの痛みなど内科的な体調不良が生じた場合、ただちに早

退の措置をとります。すぐに保護者に連絡させていただきますので、お迎えをお願いします。 

  (2)欠席した生徒へのプリント等の家庭へのお届けは、原則として行いません。級友や職員の訪問は

自粛させていただきます。必要に応じて保護者の方に学校へ受け取りに来ていただくようお願い

します。 

８ お子様が体調不良となった場合の対応について 

 (1)高熱はもちろんですが、息苦しさ（呼吸困難）やせき、強いだるさ（倦怠感）など心配な症状

が見られる場合は、各ご家庭の判断で、保健所とかかりつけ医療機関等に電話などで相談し、学

校にも相談の結果をご連絡ください。（上田保健所 ０２６８－２５－７１３５） 

※１ 症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。ま

た、ご家族の中で心配な症状がある方が出た場合も、学校へ連絡をお願いします。 

   (2)学校では、憶測によるデマ等の、人権侵害を防止するために、日常的な道徳教育、人権教育を

徹底します。ぜひ、ご家庭でも同様に、お子様にご指導いただければと思います。お困りの点な

どありましたら学校までご連絡ください。 

 

  今後の感染拡大状況により、対応が変わることがありますのでご承知ください。 
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